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※「貨物船」は、貨物船・油送船・ＬＰＧ船・コンテナ船・旅客船を指し、「その他」は、官庁船・曳船・はしけ・起重機船・ガット船その他の船舶を指す。
（ ）内は発生人数、［ ］内は前年度実績。外航・内航の発生率は、貨物船の合計乗組員数に対する発生率である。

令和４年度船員災害防止実施計画（案）

船員災害については、昭和４３年度を初年度とする第１次船員災害防止基本計画（以下「基本計画」とい

う。）以降、船舶所有者、船員及び行政機関等関係者のたゆまぬ努力により、発生人数、発生率ともに大

幅に減少しているものの、近年はその減少割合が鈍化傾向にある。

令和２年度の船員災害について前年度と比較すると、死傷災害の発生人数については、「貨物船」は令

和元年度の１７４人から１９５人と増加、「その他」（作業船等）は９１人から７６人と減少、「漁船」は２８６人か

ら２７１人と減少した結果、死傷災害発生率（職務上死亡及び職務上災害（休業３日以上）の年間百分率

（※））は、前年度と同様に０．８３％であった。また、疾病は、「その他」及び「漁船」がそれぞれ１１５人から７１

人、１８１人から１６６人に減少し、発生率は０．８３％から０．７４％に減少した。死傷災害・疾病の全体では

前年度の１．６６％から１．５７％に減少した。

（※）各年度の船員法適用船員数（乗組員数）に占める災害件数を百分率で示したもの

また、船員災害発生率は、陸上労働者の災害発生率（暦年、休業４日以上）と比較した場合、死傷災害

及び死亡災害ともに、全体で見ると依然として高いものとなっている。

合 計

貨物船等

漁 船
計

貨物船
その他

計 外航 内航

死傷
災害

0.83% [0.83%]
(542人[551人])

0.63%
(271人)

0.69%
(195人)

0.04%
(11人)

0.65%
(184人)

0.52%
(76人)

1.21%
(271人)

疾病
0.74%[0.83%]

(481人[546人])
0.74%

(315人)
0.87%

(244人)
0.11%
(30人)

0.76%
(214人)

0.49%
(71人)

0.74%
(166人)

全体
1.57% [1.66%]

(1,023人[1,097人])
1.37%

(586人)
1.56%

(439人)
0.15%
(41人)

1.41%
(398人)

1.01%
(147人)

1.94%
(437人)

※船員の死亡災害には行方不明を含む。
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船員災害による船員の休職・離職は海運業及び漁業にとって人的資源の損失であり、また、船員災害の

発生率の高さは、若者が船員という職業を安心して選択できなくなる要因となるものである。

近年の少子高齢化に伴う船員不足や高年齢船員（６０歳以上）の増加に対応し、船員の確保・育成を進

め、海運業や漁業の持続的発展を目指すため、平成３０年度を初年度とする第１１次船員災害防止基本

計画では、第１０次船員災害防止基本計画の主要な対策を引き続き継続するとともに、労働時間、労働負

荷の軽減による安全で魅力ある職場づくりやパワーハラスメントの防止とメンタルヘルスの確保対策に取り

組むこととしている。

以上を踏まえ、船舶所有者、船員及び国や荷主等の関係者がそれぞれの役割分担の下、一体となって

船員災害防止対策を積極的に推進するため、船員災害防止活動の促進に関する法律（昭和４２年法律

第６１号）に基づき、「令和４年度船員災害防止実施計画」を定める。
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第１１次基本計画期間（平成３０年度～令和４年度）の死傷災害及び疾病の年平均発生率を、第１０

次基本計画期間（平成２５年度～平成２９年度）の年平均発生率と比較し、下記のとおり減少させる。

Ⅰ 船員災害の減少目標

○死傷災害の減少目標

貨物船等 ： １４％減

漁 船 ： １１％減

全 体 ： １６％減

○疾病の減少目標

貨物船等 ： １４％減

漁 船 ： １１％減

全 体 ： １３％減

○死傷災害の死亡及び行方不明者数について、２割減少させる。

第１１次基本計画の減少目標

※第11次基本計画の主要な対策
１．労働時間、労働負荷の軽減
２．作業時を中心とした死傷災害防止対策
３．海中転落・海難による死亡災害防止対策
４．漁船における死傷災害対策
５．年齢構成を踏まえた死傷災害及び疾病防止対策
６．生活習慣病等の疾病防止対策
７．パワーハラスメントの防止とメンタルヘルスの確保

基本計画で定めた船員災害の減少目標を達成するため、基本計画期間中に毎年度同程度減少を

目指すこととし、第１１次基本計画の初年度に当たる平成３０年度～令和２年度の各実績が目標値を

一部上回っていたことを踏まえ、基本計画５か年平均における減少目標を最終的に達成できるよう、

船員災害の減少目標を死傷災害及び疾病に区分して、次のとおりとする。

１．死傷災害

死亡及び行方不明者数について、第１０次基本計画期間と比べ２割減少させる。

○減少率の目標

死傷災害発生率の減少目標は、船種別に次のとおりとする。

２．疾 病

○減少率の目標

疾病発生率の減少目標は、船種別に次のとおりとする。

※目標の数値は、５年間の平均発生率を達成するために
必要となる、令和２年度実績からの減少率

※令和２年度実績は既に第１１次基本計画の減少目標の
水準に達しているが、さらなる疾病の減少を図るため、令
和４年度も前年度と同様の目標を設定

貨物船等 ： ２％ 減

漁 船 ： ８％ 減

全 体 ： ６％ 減

貨物船等 ： ９％ 減

漁 船 ： ４％ 減

全 体 ： ７％ 減
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船員災害発生状況等

上記表及びグラフで示すとおり、第１１次基本計画期間の船員災害の減少目標については、初年度であ

る平成３０年度～令和２年度は死傷災害はいずれも目標より高い発生率、疾病は令和２年度を除き目標よ

り高い発生率となっているが、前ページにある減少目標が今後いずれも達成できたものとした場合、目標

値を達成することとなる。

このため、令和４年度については、これまでの主要な対策をより一層推進するとともに、第１１次基本計画

で主要対策として位置づけられた死傷災害防止対策について、重点的に取り組むこととする。

また、船員災害による死亡・行方不明の発生件数を、第１０次基本計画期間の年平均値と比較して２割

減少させる目標（平均30.2人→24.2人）については、令和２年度実績が１７人となっており、目標より低い人

数となっている。死亡・行方不明者を伴う事故については、継続的に死亡率の高い海中転落事故の原因

の分析を行い、引き続き再発防止策の実施に取り組むこととする。

第１１次基本計画の船員災害減少目標及び達成状況予測

※平成３０年度～令和２年度の実績をもとに、令和３年度以降は死傷災害全体で６％減、疾病全体で７％減とした場
合の発生率の予測を示したものである。

目標値 0.81％（H30～R4年度平均）

基本計画
目標値0.81

目標値 0.76％（H30～R4年度平均）

基本計画
目標値0.76

第１１次
基本計画目標 H31(R1) R2 R3

減少目標 年平均 減少目標H30実績増減（率）減少目標 R1実績 増減（率）減少目標 R2実績 増減（率）

死傷
災害

貨物船等 14％減 0.62% 2％減
0.63%

2％減 2％減
0.62%

2％減 2％減
0.63%

2％増266人 265人 271人
/42247人 /42714人 /42763人

漁船 11％減 1.18% 3％減
1.34%

9％増 7％減
1.23%

8％減 7％減
1.21%

2％減316人 286人 271人
/23622人 /23315人 /22487人

全体 16％減 0.81% 4％減
0.88%

2％増 5％減
0.83%

6％減 5％減
0.83%

増減なし582人 551人 542人
/65869人 /66029人 /65250人

死亡等人数 20％減 24.2人
5年で
20％減

21人
-

5年で
20％減

23人
-

5年で
20％減

17人
-

/65869人 /66029人 /65250人

疾病

貨物船等 14％減 0.76% 3％減
0.83%

4％増 6％減
0.85%

2％増 9％減
0.74%

13％減352人 365人 315人
/42247人 /42714人 /42763人

漁船 11％減 0.77% 4％減
0.82%

1％減 4％減
0.78%

5％減 4％減
0.74%

5％減194人 181人 166人
/23622人 /23315人 /22487人

全体 13％減 0.76% 3％減
0.83%

2％増 6％減
0.83%

増減なし 7％減
0.74%

11％減546人 546人 481人
/65869人 /66029人 /65250人
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※「貨物船」は、貨物船・油送船・ＬＰＧ船・コンテナ船・旅客船を指し、「その他」は、官庁船・曳船・はしけ・起重機船・ガット船その他の船舶を

指す。

死傷災害発生率の推移

疾病発生率の推移
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死傷災害・疾病発生率の推移（平成２３年度～令和２年度）
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Ⅱ 船員災害防止に関し重点を置くべき災害の種類

１．作業時における死傷災害

令和２年度における船員の死傷災害をみると、昨年度から件数は減少しており、

① 種類別にみると、転倒が２２％（１１７人）、はさまれが１４％（７５人）、転落・墜落が１３％（７３人）

で、全体の約４９％（２６５人）を占めている。

② 作業別死傷災害は、貨物船等では、整備・管理作業時が３１％（８５人）、出入港時作業時が

２４％（６５人）、荷役作業時が１６％（４４人）となっている。漁船では、漁船特有の作業における災

害が約６１％(漁ろう作業時（１０９人）、漁具漁網取扱作業時（３１人）、漁獲物取扱作業時（２３

人））となっている。

死傷災害の種類別発生状況

※R元年度551人

※R元年度265人

－7－

作業別死傷災害発生状況

※R元年度286人

※R元年度286人

貨物船 そ　の　他 漁　船
人数 人数 人数 人数 割合

転倒 53 12 52 117 22%

はさまれ 24 8 43 75 14%

転落・墜落 34 11 28 73 13%
動作の反動・無理な動作 21 15 25 61 11%

まき込まれ 7 7 28 42 8%

激突 16 3 20 39 7%

飛来・落下 9 6 23 38 7%

切れこすれ 7 4 11 22 4%

激突され 8 4 8 20 4%

海中転落 4 2 7 13 2%
その他 12 4 26 42 8%
合計 195 76 271 542 100%

合　　　　計



令和２年度における死亡及び行方不明者は１７人で、前年

度から減少した。災害の種類としては、海難が３５％（６人）、海

中転落が２３％（４人）となっている。

なお、「海難」については、多数の船員が同時に災害にあっ

たものが含まれる。

例年、死亡率が高い「海中転落」による死傷災害は、昨年度

から増加したものの、例年に比べれば発生件数が減少してい

る。海中転落は死亡率が高い特徴があるが、令和２年度の死

亡率は３１％と、例年に比べ減少した。

漁船における死傷災害のうち、漁ろう作業によるものは４０％（１０９人）で、死傷災害全体の４割が漁

ろう作業時に発生している。

また、死傷災害の種類別で見ると、転倒が１９％（５２人）、はさまれが１６％（４３人）、転落・墜落及び

まき込まれが共に１０％（２８人）となっている。転倒とはさまれは死傷災害の種類別要因としては常に

多く発生しており、令和２年度も同様となっている。なお、令和元年度に２番目に多かった飛来・落下

（４８人）は、令和２年度は約半数（２３人）に減少した。

２．死亡・行方不明率の高い災害

３．漁船における死傷災害

※R元年度23人

※R元年度6人

※R元年度286人 ※R元年度286人
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令和２年度における疾病の種類別発生状況をみると、循環器系が１８％（８５人）と最も多く、次いで消化器系

が１４％（６９人）、筋骨格系が１３％（６４人）、感染症が１３％（６３人）、新生物が１３％（６０人）と続いている。また、

疾病による死亡１７人の内訳をみると、心不全等の「その他の心疾患」が４７％（８人）、「脳内出血」が２９％（５

人）、「虚血性心疾患」が１２％（２人）となっており、死亡者の９割が生活習慣病と関連する疾患により死亡して

いる。

令和２年度の年代別船員災害発生状況をみると、５０歳以上の船員の死傷災害及び疾病の発生率は、

依然として他の年代と比べて高くなっており、中高年齢船員による死傷災害・疾病が多く発生している。

４．高年齢船員の死傷災害・疾病

５．生活習慣病等の疾病

※生活習慣病……食習慣、運動習慣、休養、喫煙、飲酒等の生活習慣が、その発症・進行に関与する疾患。
一般的にがん（悪性新生物）、糖尿病、循環器系（高血圧・虚血性心疾患・くも膜下出血等）、
肝臓病（アルコール性肝炎・慢性肝炎等）等の疾患をいう。

※2

※R元年度294人
緑色は、生活習慣病に大きく
関係するもの。

※R元年度546人 ※R元年度16人

※1
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※1 令和２年の労働者死傷病報告（厚生労働省）による休業４日以上の死傷者数及び労働
力調査（総務省）による雇用者数（役員を除く）を用いて算出した。

※2 陸上労働者の業務上の労働疾病は年齢別の統計がないため、参考までに、年代別の
疾病発生率は令和２年度の加入者基本情報及び医療費基本情報（全国健康保険協
会）による加入者数及び疾病発生数（業務外）を、全年代平均発生率は、上記の業務外
に加え、労働力調査の雇用者数及び業務上の疾病発生数をそれぞれ用いて算出した。

疾病発生割合では、脳梗塞、虚血性心疾患等の循環器系が２２％（６３人）、悪

性・良性腫瘍等の新生物が１８％（５３人）、関節症、椎間板障害等の筋骨格系

が１４％（４１人）、潰瘍、胃・腸炎等の消化器系が１４％（４１人）となっている。



船員災害防止を推進するためには、船内における個別・具体的な対応だけではなく、陸上における船

舶所有者や荷主の災害防止に対する意識の高揚を図るなど、自主的かつ組織的な安全衛生活動の積

極的な取組が不可欠である。

自主的かつ組織的な安全衛生活動の実施に当たっては、船内労働安全衛生マネジメントシステムに

よる安全衛生管理手法を有効に活用するとともに、中小船舶所有者においても、船内向け自主改善活

動（以下「WIB」、１２ページで後述）等の導入により安全衛生管理体制の構築を図ることが重要である。

このため、貨物船等においては荷主、元請オペレーター等を含めた船舶所有者のグループで、漁船

においては地域又は業種単位で、船員災害防止のための協議会等（以下「協議会等」という。）を設置

し、取組の推進や活動の活性化を図る。

また、船舶毎に船内の安全衛生に関する計画を作成・実施すること及び常時５人以上乗り組む船舶

については、船内安全衛生委員会を設置する他、船員災害防止の着実な実施に当たっては、船員教

育機関や講習機関等における安全・健康教育が重要であるので引き続き実施する。

（１）作業基準、安全基準の徹底

〔１〕 総合的な安全衛生の向上を目指した取組

１．安全衛生管理体制の整備とその活動の推進

Ⅲ 船員災害防止のための主要な対策

また、陸上の労務管理部門においても、ヒヤリハット事例集の活用や、

ＫＹＴ（危険予知訓練）・ＫＹＫ（危険予知活動）等の導入を含めたリス

ク低減対策を推進するとともに、管理・監督者教育、新規雇入した者・

転船した者等に対する教育、安全衛生点検方法や作業手順に関する

教育等必要な安全衛生教育を実施することにより、作業基準等の遵

守の徹底に取り組む。

船員の多発災害を防ぐには
－その傾向と防止対策－

（改訂版）
（船員災害防止協会）
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例年、転倒、はさまれ、転落・墜落等の基本的な作業基準の遵守を怠ったことによる死傷災

害が多発している状況にある。このため、船舶所有者は、船内労働安全衛生マネジメントシス

テムに従い、総括安全衛生担当者の選任、同システムを担当するすべての者の役割・責任及

び権限を定めたうえ、船内安全衛生委員会等を活用して、船長、安全担当者、衛生担当者等

による管理体制を再点検する。

また、就業に係るリスクアセスメントとともに、危険な作業の廃止・変更、安全装置の設置等の

工学的対策、作業方法の改善・マニュアルの整備等の管理的対策、保護具の使用によるリス

ク軽減措置を行うほか、作業前ミーティング等を通じて作業内容等に応じた作業基準、安全基

準に基づく手順の確認と、船員一人一人の意識の向上を図る。その際には、船員労働安全

衛生規則（昭和３９年運輸省令第５３号）等を遵守することはもとより、本計画に基づき災害防

止対策の徹底に取り組む。



中堅船員（３０～３９歳）と若年船員（～２９歳）の災害発生人数は全体の約４２％で、前年度の

３９％から若干増えている。今後熟練した知識・技能を持つベテランの高年齢船員の退職が進

むと、若年船員・中堅船員へ安全衛生に関する技能等が十分に継承されず、船員災害が更に

増加するおそれがあることから、船舶所有者及び船員が連携して安全文化の伝承を図ることが

重要である。

このため、若年船員に対し、乗船前に船内の設備、危険作業についての作業手順、救命設

備・保護具の使用方法、生活習慣病対策、衛生管理等の健康管理に関する研修の実施等、安

全衛生に係る教育を充実させるとともに、中堅船員についても再教育を実施する。

また、船内においては、船長をはじめとする熟練船員による若年・中堅船員に対する積極的な

安全衛生に係る指導を推進するとともに、船舶所有者は、船員に対して船内労働安全衛生マネ

ジメントシステムやWIBに関する教育を行う。

① 団体安全衛生委員会等による活動

団体安全衛生委員会又は協議会等の構成員である船舶所有者（以下「構成員船舶所有者」

という。）の安全衛生担当者等からなる安全衛生パトロール班を設け、構成員船舶所有者の船

舶等を巡回して安全衛生診断を実施するとともに、問題点については改善を図る。

また、構成員のニーズに応じて、管理・監督者教育、新規雇入した者・転船した者等に対する

教育、安全衛生点検方法や作業手順に関する講習、健康管理に関する講習等必要な安全衛

生教育を実施する。その際には、船員災害防止協会が行う生存対策講習会、安全衛生講習会

等を積極的に活用する。

② 派遣船員に対する安全衛生教育等の実施

派遣船員に対する安全衛生に係る教育については、船員職業安定法に基づき、船内の安全

及び衛生に関する基礎的事項については派遣元が、船舶特有の危険な又は有害な作業につ

いての作業方法、保護具等の使用方法、乗り組む船舶の設備及び作業に関する具体的事項

等については派遣先が、それぞれ責任を有する。

派遣船員に対する安全衛生管理について、お互いの安全衛生管理体制を十分に把握し、適

切な役割分担と緊密な連携の下に、安全衛生教育の実施、派遣元責任者・派遣先責任者等に

よる定期的な派遣船舶への巡回、点検及び改善その他派遣船員の適切な安全衛生管理体制

を確保するために必要な措置を講ずるとともに、船員災害防止協会が実施する講習会への参

加や同協会発行の教育資料（頒布図書）等の積極的な活用に努める。

特に、派遣元は、外国船舶派遣の場合等派遣先により派遣船員の安全衛生の水準が低下す

ることのないよう、船員派遣契約の締結に当たっては、派遣船員に係る適正な安全衛生管理体

制の整備に関する措置を定める等により、派遣船員に係る安全衛生の水準を適正に確保する。

船員災害防止協会が開催する安全衛生講習

船舶火災消火講習会 安全講習会 衛生講習会

生存対策講習会 訪船・安全衛生技術指導 漁船安全衛生講習会

（２） 若年船員に対する安全衛生に係る教育・指導の充実

（３） 安全衛生パトロールや安全衛生教育等の実施
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WIB用チェックリスト

死傷災害の防止に向けた取組の一環として、船内での危険要

因の特定・評価（リスクアセスメント）、安全衛生目標や安全衛生計

画の作成・実施、効果の確認と更なる改善措置の実施等を継続

的に行う船内労働安全衛生マネジメントシステムの導入を引き続

き推進するとともに、船内労働安全衛生マネジメントシステムの導

入が難しい船舶所有者については、より簡単にできるWIBの導入

を推進する。

国は、ＷＩＢ指導員養成のための講習会を実施する等、引き続き

ＷＩＢの普及促進を図る。

「船内向け自主改善活動（WIB）マニュアル(マンガ版）」
http://www.mlit.go.jp/common/001034123.pdf

・WIB指導員養成講習会受講者に対するアンケート結果では、「わかりやすい」「有効性が
ある」活動であるとの評価が多く、受講者の約６０％が受講後に船内改善を実施している。

・平成２７年度から令和３年度においてWIB指導員養成講習会を全国各地で計４３回開催
し、約２，０３０人が参加した。（令和３年１２月現在）

・WIB(Work Improvement on Board)とは、船員本人のチェックリストによる船内点検を通じ
て、各船員が船内の危険箇所・問題点等を認識し、その対策を講ずるとともに、安全意識
の向上を図るもの。

○船内向け自主改善活動（WIB）
コラム

また、WIB指導員養成講習会を受講した者は、WIB指導員として積極的にWIBの実践に取り組むと

ともに、船舶所有者は、船内の安全衛生水準を継続的に向上させるため、ＰＤＣＡサイクルをベースと

するWIB式船内労働安全衛生マネジメント体制に取り組む。
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（４）船内における安全衛生管理体制の構築及び推進

疲労及びストレスの蓄積等がヒューマンエラーによる海難事故、死傷災害や脳・心臓等の疾病の発

生要因となる場合もあることから、海難事故、死傷災害・疾病の発生を予防するため、船員労働安全衛

生月間における安全衛生講習会、訪船指導等を活用し過労防止に対する意識を高めるほか、船舶所

有者にあっては、労務管理責任者を選任し、労働時間の状況や船員の健康状態等を適切に把握し、

状況に応じて必要な措置を講じるなど、適切な労務管理に取り組む。これにより、労働時間規制を遵

守し、休息時間を適正に確保するとともに、労働時間、労働負荷の軽減を推進する。

また、国は、船員の働き方改革の一環として、船員の労働環境の改善に向けた労務管理の適正化を

図るなどの取組を進めていくことに加え、令和２年１０月に公表した「船員の健康確保に向けて」を踏ま

え、過重労働対策の制度化を進める。

（５）労働時間、労働負荷の軽減



船員の死傷災害・疾病予防を図ることのみならず、安定的に若年船員を確保・育成していくために

は、船内における快適な居住環境・作業環境を整備・改善していく必要があることから、船内の作業

設備、機械器具、用具等の整理整頓や換気、温度、照明にも注意を払う等作業環境の整備に努め、

居住区域内を常に清潔に保つことや、船内供食の充実を図る等生活環境の改善を推進することによ

り、若年船員のみならず女性船員が定着しやすく、働きやすい魅力ある職場づくりに取り組む。

２．船内の居住環境・作業環境の整備・改善

（１）船内環境の整備・充実

（２）死傷災害・疾病に係るリスク低減対策等

発生した死傷災害については、情報収集や調査分析等を行い、船内作業の設備・機械・器具・用具

等の安全基準、照明・温度・騒音・振動等の作業環境、安全衛生点検方法及び作業手順等の作業基

準の改善等の再発防止策を策定するとともに、作業に関する安全性の向上について検討を行い、定

期的に再発防止策を点検・改善する。

さらに、危険物を運搬する船舶等については化学物質等安全データシート（ＳＤＳ）を活用し、船舶に

積載する化学物質等の性状及び取扱上の留意点にする情報を船員に周知し、暴露限界値（ＴＬＶ）が

記載されている物質については、適切な保護具の使用、必要な検知器具を備える等の安全管理の徹

底を図る。
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（６）産業医制度の円滑な導入等

現在、陸上ではＩoＴ技術を活用し、健康管理のための端末で測定した情報を医師等に転送したり、

画像を見ながら医師が指導する等の遠隔医療が進められている。

日々の船員の健康管理や緊急時における衛生管理者等の適確な対応を支援し、かつ、その負担

を軽減させるべく、国や関係機関は、令和２年１０月に公表した「船員の健康確保に向けて」の内容を

踏まえ、具体的な実施方法等について検討を進めることとし、まずは、令和５年４月からの導入を予

定している産業医制度においても、オンラインを活用した遠隔での船内巡視や面接指導等が円滑に

実施されるよう、手順書の作成等の支援を行うこととする。

また、ＶＲ（仮想現実）のように、実際の災害の発生状況が体感できる技術を用いた機器等による先

進的な安全教育の導入に取り組む事業者もおり、こうした事例を参考に安全教育を進めることが望ま

しい。
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また、死傷災害の発生リスクの低減を図るため、船舶所有者が率先して、ヒヤリハット事例の収集・

共有やＫＹＴ（危険予知訓練）・ＫＹＫ（危険予知活動）の導入・活用を進めるとともに、作業前ミーティ

ングの確実な実施、安全衛生チェックリストを用いて作業基準、安全基準等を点検・改善する活動を

推進する。

これらの活動の円滑な実施のため、船舶所有者は船員災害防止協会から提供される災害情報、

「船内の安全を先取りしよう -リスクアセスメントの実務-」、「ＫＹＴイラスト集(和英訳版)」、「船内にお

けるヒヤリハット実例集」の効果的な活用を図るとともに、国や船員災害防止協会は、収集・整理した

ヒヤリハット事例の普及を図る。

危険予知訓練で安全の先取りを
－ＫＹＴイラスト集－

船内の安全を先取りしよう
ｰリスクアセスメントの実務ｰ

安全衛生チェックリスト 船内におけるヒヤリハット実例集

（いずれも船員災害防止協会）



〔２〕 重点を置くべき災害に対応した取組

第１１次基本計画の３年度目にあたる令和２年度の死傷災害の発生率は０．８３％であり、令和元年度の

０．８３％から横ばいであった。また、死亡・行方不明者数は前年度より６人減少しており、減少目標の水準は

維持している。しかしながら、中高年齢船員（５０歳以上）の死傷災害発生率は、令和２年度は０．９１％で、平

成３０年度の１．１３％及び令和元年度の１．００％から減少したものの、依然として全年齢平均（０．８３％）より

高い状況にある。

疾病については、令和元年度に比べ、全体として減少し、年平均の目標は達成した状況である。令和２年

度においては、特に循環器系による疾病が令和元年度から大きく増加し、最多となっている。

令和４年度計画では、第11次船員災害防止基本計画の最終年度であることから、これまでの重点を置くべ

き災害に対応した取組の他、パワーハラスメント防止とメンタルヘルスの確保を加えた７つの取組を中心に実

施していくこととしている第１１次船員災害防止基本計画の強力な推進を図るとともに、特に、死傷災害防止の

ため、国、船員災害防止協会及び船舶所有者は、船員労働安全衛生月間における安全衛生講習会、訪船

指導等を活用し、令和２年度に発生した事故事例をもとに、以下の防止対策等の周知啓発に努めることにより、

同種事故の再発防止を図る。

船員の死傷災害では、従来より「転倒」、「はさまれ」、「転落・墜落」による災害が続いているが、令和２年度

は令和元年度に比べ、「はさまれ」及び「転落・墜落」が減少した。

令和２年度においては、次いで「動作の反動・無理な動作」による災害が６１件発生しており、また、「まき込

まれ」（４２人）及び「激突」（３９人）が令和元年度のそれぞれ３７人、２２人を上回っている。「飛来・落下」につ

いては、令和元年度の６９人に比べ３８人と、大幅に減少した。

（１）「転倒」防止対策

（注） 死傷災害の事例は、２年
度内に発生した死傷災害のう
ち、類似の事故例が多いもの
又は休業日数が多いものにつ
いて、船員法１１１条の災害疾
病報告から抽出したもの。
（以下２１ページまで同じ）
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「転倒」による死傷災害を原因別にみると、甲板上で滑り・つまづき

等により転倒したものが２２％（２６人）、起因なしが１４％（１７人）、波浪

による転倒が１１％（１３人）となっている。

このような状況を踏まえ、「転倒」による死傷災害の防止を図るため、

船内設備、作業方法等について再検討し、次の令和２年度の事故事

例を参考に防止対策を徹底する。

※R元年度117人

※事例１ 入港時、雨で濡れていた通路で足を滑らせ、大腿骨骨折。（休業日数１８６日）

⇒ 滑りにくい安全靴の使用

⇒ 通路の滑り止め仕様の塗装を施工

⇒ 通路や甲板上では急がず慌てず行動 等

※事例２ 夜間、帰港して船尾の綱を取り終えた直後に、甲板上通路に無造作に置いて

あったロープに足をひっかけて転倒し、腰部打撲・圧迫骨折。 （休業日数５０日）

⇒ 器具・用具の整理整頓の徹底

⇒ 周囲の危険を常時確認

⇒ 照明設備の追加等、作業場の十分な照明の確保 等



（３）「墜落・転落」防止対策

「墜落・転落」による死傷災害を原因別にみると、甲板からの転落等

によるものが２３％（１７人）、起因なし（高所から飛び降りる等）が２２％

（１６人）と続いている。

このような状況を踏まえ、「墜落・転落」による死傷災害の防止を図るた

め、船内設備、作業方法等について再検討し、次の令和２年度の事故

事例を参考に防止対策を徹底する。

（４）「動作の反動・無理な動作」防止対策

（２）「はさまれ」防止対策

※R元年度82人

※R元年度63人※事例 海水ストレーナーの上蓋交換作業中、運転スイッチを押す際、無理な姿勢で手を

伸ばしたため、腰部に激痛が生じ、腰部の神経障害。（休業日数９０日）

⇒ 適切な姿勢での作業実施

⇒ 作業内容に応じ、複数名での作業の実施 等
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※R元年度90人

「動作の反動・無理な動作」による死傷災害を原因別にみると、

起因なし（人のみが起因となったもの）によるものが４６％（２８人）、

用具・工具によるものが１１％（７人）と続いている。

このような状況を踏まえ、「動作の反動・無理な動作」による死傷

災害の防止を図るため、船内設備、作業方法等について再検討

し、次の令和２年度の事故事例を参考に防止対策を徹底する。

「はさまれ」による死傷災害を原因別にみると、甲板装置による

ものが２３％（１７人）、漁ろう装置によるものが２０％（１５人）、漁

具・漁網によるものが１３％（１０人）と続いている。

このような状況を踏まえ、「はさまれ」による死傷災害の防止を図

るため、船内設備、作業方法等について再検討し、次の令和２年

度の事故事例を参考に防止対策を徹底する。

※事例 船尾甲板上にて入港作業中、慣れからくる気の緩みからフェアリーダーと

係船ロープの間に足を挟まれ足首骨折。（休業日数１５９日）

⇒ 慣れた作業でミスが発生しやすいため、常に緊張感をもち作業する

⇒ 作業時には常に作業員同士で声かけを実施

⇒ 回転装置とロープの間に立たない 等

※事例 甲板上、階段を急いで下りていた際、踏板が濡れていたため滑り、バランスを崩して

転倒し、着地した際に膝の靱帯損傷。（休業日数１２３日）

⇒ 階段の踏板に滑り止めを施工

⇒ 階段昇降時は努めて急がない

⇒ 階段昇降時には手すりを確実に持ち、昇降の基本である三点支持を励行

⇒ 足下が滑りやすくなっていないか、安全かを今一度確認 等
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中毒による死傷災害が発生していることから、その防止を図るため、次の令和２年度の事故

事例を参考に防止対策を徹底する。

タンク内等有害な気体が発散する場所や酸素が欠乏するおそれのある場所で作業を行う場合

には、開始前及び作業中の３０分に１回以上の検知や必要に応じた換気の実施、保護具の着

用の徹底、作業場所と外部の連絡のための看視員の配置など基本的な安全対策を徹底する。

（５）「中毒」防止対策

○高所作業等における墜落制止用器具の使用

労働安全衛生法令（陸上労働者対象）において、高所での作業における墜落防

止・身体へのダメージ軽減のため、新規格の「墜落制止用器具」の使用が義務化さ

れたことを踏まえ、船員労働安全衛生規則を改正し、同等の内容が義務化される

予定となっている。

船内作業においては、作業に応じて、新規格を満たす安全な保護具を着用する

必要がある。

コラム

※事例 タンク内で残油回収作業中とみられる中、昏倒状態で発見された。（死亡）

⇒ 作業は複数名で実施し、タンク外に見張り員を配置

⇒ 作業責任者による事前の注意喚起、指示、確認の励行

⇒ 作業前・作業中の酸素濃度・有毒ガス検知作業・安全確認の徹底

⇒ 閉鎖区画立ち入り時の適切な作業手順の運用徹底 等



海難による死亡災害を防止するため、運輸安全マネジメント評価による安全管理体制の構築や

重大事故発生時の再発防止対策、船舶自動識別装置等の航行支援装置の導入を推進するととも

に、最新の気象情報を収集する等ソフト・ハードを総合した効果的な海難防止対策を推進する。

また、海中転落による死傷災害の防止を図るため、関係者の

連携により、船内設備の見直し、作業方法等の再検討、作業前

ミーティングによる安全確認の徹底及び事故につながりかねない

状況が生じた場合における問題点の把握と対策の実施に努める

ほか、保護具の着用、舷ていの設置、海中転落時の救助方法

について関係者による創意工夫を推進するとともに、特に次の

防止対策を徹底する。

○船舶事故ハザードマップ

「船舶事故ハザードマップ」とは、運輸安全委員会が、身近な漁港や漁場で起こった
船舶事故等の教訓を再発防止に活用するため、その発生場所を検索し、地図に重ね
合わせて視覚的に分かりやすく見ることができるサービスとして、平成２５年５月末から
提供しているもの。

「船舶事故ハザードマップ」 https://jtsb.mlit.go.jp/hazardmap/

コラム

２．海中転落・海難による死亡災害防止対策

甲板上で漁ろう作業中の海中転落が発生していることから、次の令和２年度の事故事例を参考に

作業用救命衣等の適切な使用を徹底する。

なお、平成３０年２月より、小型船舶においては、漁ろう作業時以外

でも、甲板上では作業用救命衣等の着用が義務付けられたことから、引

き続き、船員労働安全衛生月間における訪船指導等を活用し、その周

知徹底を図る。

（１）作業用救命衣等の保護具の使用等

－18－

※事例 揚網作業中にロープに足をすくわれ、網の中へ転落した。（溺死）

⇒ 漁ろう作業中は、作業用救命衣又は墜落制止用器具着用等を励行

⇒ 作業中は可能な限り相互に看視、危険な状況について声掛けを励行

⇒ 通路の滑り止め仕様の塗装を施工

⇒ 作業手順の見直しなど、操業時の安全について、乗組員に教育を実施 等



生存対策講習会

海中転落・海難が発生した場合においても、生き抜くための知識を身に付ける

ため、操練の実施や船員災害防止協会が実施する生存対策講習会の受講等を

積極的に推進する。

（３）生存対策講習会～生き抜くために～

漁船の死傷災害発生率は、令和元年度の１．２３％（２８６人）から令

和２年度は１．２１％（２７１人）に減少したが、貨物船等の発生率

（０．６３％）と比べて約２倍と、その死傷災害発生率は依然として高い。

また、漁船における死傷災害は、漁ろう作業中のものが４０％

（１０９人）となっている。

漁船は、動揺する船上で作業を行うことから、加齢に伴う運動機能

の低下が災害に繋がりやすいことを踏まえつつ、引き続き、中高年齢

船員を中心に安全意識の向上を図るとともに、次の災害防止対策を

徹底する。

３．漁船における死傷災害対策
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「海中転落」による死傷災害の防止を図るため、船内設備、作業方法等について再検討し、

次の令和２年度の事故事例を参考に防止対策を徹底する。

（２）海中転落に備えた対策

なくそう！海中転落
推進しよう！作業用救命衣の常時使用

（船員災害防止協会）

なお、海中転落事故が発生した場合には海中転落者を迅速に救助するこ

とができるよう、ウイリアムソンターン等の操船術、海中転落者の取り込み方

法及び心肺蘇生方法、さらに緊急時連絡体制の確認等を含む海中転落救

助訓練を行う。転落に備え、防水パックに入れた携帯電話を常時携行する。

※R元年度286人

※事例１ 停泊中に乗船するためタラップを登り切った辺りで体勢を崩し、手すりの隙間から海中転落。（死亡）

⇒ 手すりの隙間を狭くする、転落防止ネットの展張等の転落防止措置の見直し

⇒ タラップ昇降時には最後まで手すりを確実に持ち、三点支持を励行 等

※事例２ 着岸するため、岸へ渡そうとしたロープが錨に引っかかり、外そうとした

際、船が揺れ、反動で海中転落し、手を骨折。（休業日数４５日）

⇒ 墜落制止用器具の使用等転落防止措置の実施

⇒ 安定した作業姿勢の確保

⇒ 海中転落事故を想定し、十分に注意して行動するよう注意喚起 等



漁ろう作業時の災害防止対策

漁船における死傷災害のうち、漁ろう作業中に転倒、はさまれ、転落・墜落を中心とした多くの災

害が発生していることを踏まえ、船内設備、作業方法等について再検討し、次の令和２年度の事故

事例を参考に防止対策に取り組むものとする。

※事例２ 甲板上においてサンダル履きで荷物の移動作業中、段差につまづき転倒し、足を骨折。

（休業日数５５日）

⇒ 作業時の長靴や安全靴の着用 等

５０歳以上の中高年齢船員は、死傷災害、疾病ともにその発生率が他年代と比較して高くなっている。

令和２年度の死傷災害発生率については、令和元年度に比べ、６０歳以上が大きく減少したものの、６０

歳未満の各年代において横ばい又は若干増加した。

疾病発生率については、全体的に減少したものの、６０歳以上については増加した。

４．年齢構成を踏まえた死傷災害及び疾病対策
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※事例３ 漁獲物の選別作業中、甲板上に落ちていた漁獲物で足を滑らせ転倒

した際、タンクの角に後頭部を打ち付け、頚椎損傷。 （休業日数１８日）

⇒ 作業動線上の常時の整理整頓

⇒ 保護帽、滑りにくい安全靴の着用の励行 等

※事例１ 甲板上ワーピングドラムにてワイヤーを巻き漁獲物運搬作業中、手が巻き込まれ体が回転し、大

腿骨骨折。（休業日数２７０日）

⇒ ドラム作業者とドラムとの間は適当な距離を確保する

⇒ ワイヤが滑らないよう、ワーピングドラムへの巻数を増やす

⇒ ドラム作業者は皮手袋の着用を励行し、回転体の近くに手を置かない

⇒ ウィンチ操作者とドラム作業者との間の合図を励行し、非常停止ができる体制をとる 等



中高年齢船員の被災原因としては、「慣れ」からくる油断、高齢化に伴う筋力、敏しょう性、平衡感

覚等の運動機能や視覚、触覚等の知覚機能等が低下し、また、体力の回復に時間を要することか

ら、結果として適切な動作を得ることができず被災することが考えられる。よって、その防止を図るた

め、船内設備、作業方法等について再検討し、次の令和２年度の事故事例を参考に防止対策を徹

底する。

（１）死傷災害防止対策

（２）疾病防止対策

循環器系の疾患については、５０歳以上が７４％（６３人）を占め

ており、心不全等のその他の心疾患、脳梗塞が多く、次いで虚

血性心疾患となっている。

循環器系疾患は生活習慣病と大きく関連するため、生活習慣

病の予防対策として後述する。
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※R元年度69人

特に、海上での作業の多い漁船において、中高年齢船員の災害が依然として多いことから、身体

機能の測定を励行するなどその自覚を促し、自己啓発を促進する。

加えて、身体検査や医師の指導等により得られた中高年齢船員の身体・健康上の特性を充分に

把握したうえで、必要に応じてその特性に配慮した適切な船内労働環境を構築するとともに、中高

年齢船員に多い災害事例を活用した安全に関する教育や船員災害防止協会が開催する安全講習

会への参加等により、安全に対する意識を高める。

※事例１ 甲板を移動中、雨で濡れていた鉄板で足を滑らせ転倒し、骨折。（７０歳）

⇒ 滑り止めの付いた安全靴を履き、慎重に作業

⇒ 滑りやすい場合には、手すりをつかみながら移動

⇒ 可能な箇所は滑り止め仕様の塗装を施工 等

※事例２ 船内入口のドアコーミングにつまづき転倒し、ついた手首を骨折。（６０歳）

⇒ 移動時には足元に注意する

⇒ 手すりを確実につかむ

⇒ つまずきやすい箇所に注意喚起のトラマークを付ける 等



コラム

特徴 ： 行動範囲が広いため、感染症や過食による胃腸炎を発症するおそ

れがあります。

対策 ： 過食、飲み過ぎに注意しましょう。

適切な生活習慣を若年時代から身につけるようにしましょう。

○年代別の疾病予防対策

① １０代～２０代

② ３０代～４０代

特徴 ： 体重の増加により脂肪肝が発症するおそれがあります。

また、脂肪肝は糖尿病の発症に連動しています。

対策 ： 食事の内容やその量に注意しましょう。

③ ５０代～

特徴 ： 糖尿病やがんの発症が増えてきます。

対策 ： 大腸がん・胃がん・肺がん等のがん検診を受診しましょう。

大腸がん検診は潜血反応があっても正常と判断される可能性もあ

るので内視鏡による検査が有効です。

また、喫煙者は肺のＣＴ検査を受けるようにしましょう。
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生活習慣病（心疾患等・循環器系疾患等）については、令和２年度の船員の疾病による死亡原因の約

９割を占めており、高年齢船員の増加とともに深刻な問題となってきている。また、インフルエンザやノロ

ウィルス、さらには新型コロナウイルスを始めとする感染症については、一度発生したら船内で急速に広

がるおそれがある。これらの疾病に対応するために、船員は日頃からの健康管理や手洗い等の基本的

な感染症予防対策を、また、船舶所有者は船員の健康状態や船内の衛生状態の把握に努めるとともに、

民間産業保健サービスを活用する等により、健康管理体制の充実・強化を図るなど的確な予防対策を推

進するほか、国、船舶所有者及び船員は次の疾病予防対策及び健康増進対策を推進する。

また、国及び船員災害防止協会は、船員等が疾病予防や健康増進について的確な情報を入手し、自

らの対策に活用することができるよう、予防対策等について、船員行政ニュース、ホームページ等により

情報提供を行う。

５．生活習慣病等の疾病防止対策



（１）生活習慣病の予防対策

船員は、メタボリックシンドロームの抑制を図り、生活習慣病を予防するため、健康診断の定期的・

継続的な受診及び健康相談、保健指導の利用に努めるとともに、全国健康保険協会等が受診勧奨

を行っている船員の健康検査項目を含む生活習慣病予防健診及びがん検診を積極的に受診する。

船舶所有者は、労務管理責任者を通じ、健康検査の結果や船員の健康状態を継続的かつ適切に

把握し、作業環境の整備や適正配置を行う等の健康管理対策を推進する。関連して、被保険者であ

る船員の同意を得たうえで、船員手帳上の健康証明書の写しを全国健康保険協会に提供することに

より、生活習慣の改善が必要な対象者について保健師等による特定保健指導を受けることも有効で

ある。

メタボリックシンドロームの抑制を図り、生活習慣病を予防するためには、中高年齢船員のみならず、

年代を問わず船員一人一人が早期診断・早期発見・早期治療といった検査や治療のほか、食生活

の改善、適度な運動、飲酒・喫煙の節制等日常的な生活における対策に取り組むことが重要であり、

船舶所有者においても教育や情報提供等を通じてその取組を支援する。

また、訪船診療、巡回検診車等の積極的な利用を図るほか、体育・レクリエーション活動の実施、船

内コミュニケーションの円滑化等快適な船内生活環境のために必要な措置を図る。

国は、船員が船員法に基づく乗船前の健康検査を受診するうえでの利便を向上させるべく、全国

に所在する指定医の増加に取り組む。また、船員の生活習慣病等の予防を図るため、令和２年１０月

に公表した「船員の健康確保に向けて」を踏まえ、健康検査を通じた船員の健康管理の実施や船員

向け産業医の導入・確保の制度化を進める。

＜参考＞
久宗周二・神戸マリナーズ厚生会 編「船員版 仕事別なりやすい病気と改善策」
https://www.wib-or.com/semen-health-1/
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食生活の改善については、船員災害防止協会が作成した「船内の食事管理(和英、MLC対応）」、

「船でつくる四季のメニュー（あなたの健康をまもるために）」、「からだにやさしい健康レシピ －生活

習慣病・メタボ対策－」及び厚生労働省が作成した「食事バランスガイド」の活用等により栄養管理に

配慮したものとなるよう、船内で調理作業に従事する者に対する教育等を実施する他、調理師資格受

有者等調理業務専従者を確保する等船内供食による疾病防止の体制の充実・強化を図る。

特に、船舶所有者は、栄養バランスが確保された魅力ある食事を船内で提供できるよう、停泊地に

おける外部からの供食サービスの利用のほか、船内における調理業務の負担を軽減できるよう、食材

の購入や船内への搬送にあたっての支援とともに、レシピの提供等に取り組む。

国は、より良好な船内供食の確保に向けた環境整備に取り組むとともに、引き続き

調理業務専従者の確保に向けた検討や取組を進める。

（２）船内での供食を通じた生活習慣病の予防

＜参考＞

国土交通省「司厨員が乗船しない内航船の船内供食改善ガイドライン」

（https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_fr4_000031.html）

神戸マリナーズ厚生会編 「船内での供食のためのレシピ集」 （https://www.wib-or.com/船食レシピ集/）

和英対訳
船内の食事管理

（船員災亜害防止協会）



○国土交通省「司厨員が乗船しない内航船の船内供食改善ガイドライン」

司厨員が乗船しない船舶においては、船舶運航上の制約がある中で、船員が持ち

回りや各個人で食事を調達・調理しており、栄養の偏り等の健康管理上の課題や供

食作業の負担の問題が発生しています。 また、乗船中は体を動かす機会が少なく、

運動不足も懸念されています。

そのため、健康に配慮した美味しい食事の提供を実現し、供食作業に従事する船

員の負担を軽減する観点から、船内供食の改善を図ることが重要です。また、生活習

慣病の予防のため、船員の健康管理意識の増進を図ることが必要です。

このため、船舶所有者及び船舶管理会社が船内供食の改善に取り組む上で参考と

なる情報をガイドラインとしてまとめました。

＜推奨される取組（例）＞

船内の設備等の改善・充実

①冷蔵庫・冷凍庫の大型化、②調理設備・器具の電化、③調理器具の充実、④船員

教育指定テキストの備置きと活用、⑤レシピの提供、⑥栄養バランスの改善に役立つ

食品の提供

寄港地の設備等の改善・充実

①寄港地への冷蔵庫・冷凍庫や宅配便の保管場所の設置、②寄港地への買い出し

用の車両の配備

宅配サービス等の活用

①調理済み食品の宅配サービスの活用、②スーパーマーケット等の宅配サービスの

活用、③家事代行サービスの利用

船員の健康管理意識の増進

①体重計・体組成計・簡易血圧計等の設置、②生活習慣病に配慮した食生活の改善

や運動の習慣付けの啓発、③特定保健指導の積極的活用の推奨

コラム
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○インフルエンザ

インフルエンザに関する最新の動向を把握するとともに、厚生労働省のホームページ

や外航船員医療事業団「新型インフルエンザと緊急対応ガイドライン」等を活用して感

染予防に必要な注意事項に関する教育、うがい・手洗い・アルコール消毒等の感染予

防対策を徹底する。

また、インフルエンザの予防に効果的な予防接種を積極的に受けることが望ましい。

（３）新型コロナウイルス、インフルエンザ、ノロウィルス等の感染症予防対策

○ノロウイルスその他の各種感染症

ノロウイルスについては、汚染された食品又は感染者から感染するため、十分な加熱処理、調理器具

の消毒、うがいや手洗いの励行、罹患者の排泄物及び嘔吐物の適切な処理等の予防対策を徹底する。

このほかの各種の感染症についても正しい知識と最新の動向を把握するとともに、それぞれの感染症

に応じた感染予防対策を徹底する。

＜参考＞

厚生労働省「感染症情報」

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/index.html

厚生労働省「新型コロナウイルス感染症について」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

国土交通省「感染防止対策及び船上で船員や乗客に新型コロナウイルス感染症に罹患した疑いがある場合等の

対応について」 https://www.mlit.go.jp/kikikanri/content/001344236.pdf
－25－

船員の置かれている環境は、船舶という限られた空間で、２４時間共同で生活・労働を行うという特殊な

環境にあるため、ひとたび船内で感染症が発生すると、感染者の隔離、乗組員の待機、船内の消毒、船

舶の運航停止といった措置が必要となる場合があり、その影響は非常に大きい。

日頃から感染症を予防し、また、万が一発生した場合には迅速かつ適切な対応を行うことが求められる。

新型コロナウイルス感染症が依然として世界規模で大きな問題となっているところ、物流、地域交通、食

料供給等の役割を担う海運・水産業に従事するエッセンシャルワーカーである船員の衛生確保が極めて

重要である。

※R元年度92人

感染の疑いのある者又は感染者が発生した場合には、医療機関の受診や最寄りの保健所への連絡

等を迅速に行うなど、業種別の感染拡大予防ガイドライン等に基づき、国及び船舶所有者・船員が一丸

となって感染防止対策を徹底する。

○新型コロナウイルス

令和２年度における感染症のうち７８％（４９人）が新型コロナウィルスによるも

のであった。

新型コロナウイルス感染症に関する最新の動向を把握するとともに、換気の

徹底、アルコール消毒の実施、マスクの着用、ソーシャルディスタンスの確保、

体温測定等による乗組員の体調管理等、引き続き日々の感染防止に努める。

また、あらかじめ対応マニュアルの整備、必要な物品の調達、交代要員の確

保等必要な体制の整備を積極的に行うとともに、予防接種についても国の接

種方針及び接種スケジュールに従い、積極的に受けることが望ましい。

新型インフルエンザと
緊急対応ガイドライン
（外航船員医療事業団）



近年の気象状況により増加傾向にある熱中症は、その要因として高温下や

高湿度での活動のほか、急な気温変化、休み明けの急な活動等があげられる。

特に暑い日・場所の作業では、自覚症状がなくても水分・塩分・経口補水液

等を補給するよう心がけて、めまい、失神、頭痛、吐き気、気分が悪くなる等の

異常を感じたら無理をせず、管理者に申し出て日陰で休む等の対応をする。

また、睡眠不足や、高血圧・糖尿病等の生活習慣病の者は熱中症になりやすく、かつ、重

症化しやすいため、十分な睡眠を取るとともに、食生活の改善、適度な運動、飲酒・喫煙の節

制等を徹底する。

さらに、暑さ指数の測定器やミストによる屋外冷房装置、冷却機能付き作業服等の活用を図

る。

船員又は元船員で船内で石綿に関わる作業に従事していた者に対して

交付する「船員健康管理手帳」による健康診断を引き続き実施する。

船員の健康管理の観点から、人間ドック等を活用し、疾病の早期発見・

早期治療に努める。

船員の命を守るとの観点から、ＡＥＤ（自動体外式除細動器）の整備を

推進し、その使用方法及び保守点検についての講習会等を実施する。

（４）熱中症の予防対策

（５）その他の健康管理上の取組
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６．パワーハラスメントの防止とメンタルヘルスの確保

（１）パワーハラスメントの防止

職場におけるパワーハラスメントとは、職務上の地位などの優越的な人間関係を背景に、業務上必要

かつ相当な範囲を超えた言動により、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為を

いい、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律

（昭和４１年法律第１３２号）」の一部改正により、その防止対策が制度化され、令和２年６月から施行され

たところである。中小企業における職場のパワーハラスメント防止措置については、これまで努力義務で

あったところ、令和４年４月１日から義務化される。

船員の心身の健康を確保するとともに、若者や女性にとって魅力があり、定着しやすい職場とするた

めには、海上労働の職場においてもパワーハラスメントを防止することが必要不可欠であり、国は、同法

に基づき、パワーハラスメント防止のため、制度の周知・啓発等により同法の円滑な実施を図る。

また、船舶所有者及び船員をはじめとする関係者は制度の理解を深めるとともに、同法に基づく相談

窓口の設置、社内研修の実施等、パワーハラスメント防止対策を適切に講じる。

国の関係法令が改正されるなど、近年、職場における労働者の就業環境の維持・改善の重要性が高まっ

ている。船員についても過去の調査で、若年船員に対する暴力・暴言等のパワーハラスメント及び人間関係

に起因するメンタルヘルスに関する問題が発生していることが確認されている。

○職場におけるパワーハラスメントの６類型

職場におけるパワーハラスメントについて、裁判例や個別労働関係紛争処理事案に基づき、次の６
類型が典型例※として整理されています。

１）身体的な攻撃・・・ 暴行・傷害

２）精神的な攻撃・・・ 脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言

３）人間関係からの切り離し・・・ 隔離・仲間外し・無視

４）過大な要求・・・ 業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害

５）過小な要求・・・ 業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じること
や仕事を与えないこと

６）個の侵害・・・ 私的なことに過度に立ち入ること

コラム

※これらは職場のパワーハラスメントに当たりうる行為のすべてを網羅するものではありません。
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（２）メンタルヘルスの確保

パワーハラスメントの防止と同様に、職場におけるメンタルヘルスの確保は、魅力ある職場づくりの前

提であることから、国、船舶所有者及び船員災害防止協会を含む関係者は、以下の取組を進める。

① 船員及び船舶所有者は、可能な限り、「労働者の心の健康の保持増進のための指針」（厚生労

働省）を参考に、一般財団法人海技振興センター作成の「船員のメンタルヘルス確保のための手

引き」等を活用したストレスチェックの実施等によるセルフケア、船長・衛生担当者等の管理監督者

によるラインによるケア、人事労務スタッフ等によるケア及び外部サービスの活用によるケアの実施

に取り組む。

＜参考＞

一般財団法人運輸振興協会「こころの健康自己チェック」

http://www.transport-pf.or.jp/mhc/pc/

久宗周二・小木和孝・神戸マリナーズ厚生会 編「こころの健康づくり」

https://www.wib-or.com/船員のストレス対策/

全国健康保険協会 宮城支部（同協会宮城支部の被保険者に限る）

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/miyagi/cat070/20150515-21/20160512001

一般財団法人海技振興センター「船員のメンタルヘルス確保のための手引き」

https://mhrij.org/Default.aspx?tabid=276

② 国は、関係機関と連携して、ストレスの低減による職場環境の改善等について指導啓発を行うと

ともに、令和２年１０月に公表した「船員の健康確保に向けて」を踏まえ、メンタルヘルス対策の制度

化を進める。

③ 船員災害防止協会は、パワーハラスメントの防止及びメンタルヘルスの確保を含む船員

の健康問題について調査検討を行った成果を活用し、講習会等の啓発活動を行う。
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国民の健康の増進を目的として、多数の者が利用する施設等において、受動喫煙を防止するための措置

義務等を定めた新たな健康増進法が施行され、陸上における事務所や工場などでは、原則として屋内は禁

煙となるなど、受動喫煙防止対策が進んでいる。

船舶については、「旅客運送事業船舶」の旅客スペースを除き、健康増進法による対策が必要な施設区分

には該当していないものの、受動喫煙が健康に与える影響を考えれば、船員についても受動喫煙を防止し、

健康的で快適な職場環境を確保する必要があることから、厚生労働省「「職場における受動喫煙防止のため

のガイドライン」（令和元年７月１日付け基発0701第１号）の組織的対策を参考に、受動喫煙防止対策に対す

る意識の高揚及び情報の収集・提供を行うなど、引き続き、船員の受動喫煙防止対策の推進に努める。

７．船員の受動喫煙防止対策

２ 用語の定義

（３）第二種施設

「第二種施設」とは、多数の者が利用する施設のうち、第一種施設（学校、病院、行政機関の庁舎等）及び喫煙目

的施設以外の施設（一般の事務所や工場、飲食店等も含まれる。）をいうこと。

３ 組織的対策

（２）受動喫煙防止対策の組織的な進め方

エ 標識の設置・維持管理

事業者は、施設内に喫煙専用室、指定たばこ専用喫煙室など喫煙することができる場所を定めようとするとき

は、当該場所の出入り口及び施設の主たる出入り口の見やすい箇所に必要な事項を記載した標識を掲示しなけ

ればならないこと。

オ 意識の高揚及び情報の収集・提供

事業者は、労働者に対して、受動喫煙による健康への影響、受動喫煙の防止のために講じた措置の内容、健

康増進法の趣旨等に関する教育や相談対応を行うことで、受動喫煙防止対策に対する意識の高揚を図ること。さ

らに、各事業場における受動喫煙防止対策の担当部署等は、他の事業場の対策の事例、受動喫煙による健康

への影響等に関する調査研究等の情報を収集し、これらの情報を衛生委員会等に適宜提供すること。

（３）妊婦等への特別な配慮

事業者は、妊娠している労働者や呼吸器・循環器等に疾患を持つ労働者、がん等の疾病を治療しながら就業

する労働者、化学物質に過敏な労働者など、受動喫煙による健康への影響を一層受けやすい懸念がある者に対

して、下記４及び５に掲げる事項の実施に当たり、これらの者への受動喫煙を防止するため、特に配慮を行うこと。

４ 喫煙可能な場所における作業に関する措置

（１）２０歳未満の者の立入禁止

事業者は、健康増進法において、喫煙専用室などの喫煙可能な場所に２０歳未満の者を立ち入らせることが禁

止されていることから、２０歳未満の労働者を喫煙専用室等に案内してはならないことはもちろん、２０歳未満の労働

者を喫煙専用室等に立ち入らせて業務を行わせないようにすること（清掃作業も含まれる。）。

また、２０歳未満と思われる者が喫煙専用室等に立ち入ろうとしている場合にあっては、施設の管理権限者等に

声掛けをすることや年齢確認を行うことで２０歳未満の者を喫煙専用室等に立ち入らせないようにさせること。

コラム

○職場における受動喫煙防止のためのガイドライン（抜粋）
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外国人船員との混乗が進展している中で、言葉の違いによる意思伝達や指示の行き違い、あるいは習

慣等の相違等に起因する死傷災害を防止するため、外国人船員とのコミュニケーションの充実に努める。

特に、外国人船員に対する船員法等関係法令の周知、安全衛生教育の徹底を図るとともに、外国語に

よる安全作業マニュアルの活用、作業基準の見直し、外国語による危険等に関する標示、レクリエーション

設備や相談体制の整備等の安全衛生対策を推進する。

訓練手引書（和英対訳）
SOLAS  TRAINING  MANUAL

船員安全手帳（和英対訳）
SEAFARER’S  SAFETY  BOOK

船員労働安全衛生規則（和英対訳）
Regulations for Labour Safety 

Health of Seafarers

外国人船員に係る安全衛生対策の推進

８．その他の安全衛生対策

船舶所有者等関係者による船員の労働災害防止に必要な自主的な取組の促進を図るため、引き続き

船員労働災害防止優良事業者認定制度の推進を図る。

Ⅳ その他船員災害の防止に関し重要な事項

１．船員労働災害防止優良事業者認定制度の推進

２．表彰制度の実施等

国は、船員災害及び海難の防止とともに、船員の労働環境の向上に貢献す

ることを目的として、船舶所有者、船員及びその関係者を対象に、他社の模範

となる安全で労働環境が充実した取組を表彰する「船員安全・労働環境取組

大賞」について、より充実した取組みとなるよう必要な見直しを行いながら、引き

続き実施する。

級別 認定事業者数
業 種 別 （内訳）

外 航 内 航 旅客船 漁船 その他

１
級

１００ ２ ３９ ２４ ０ ３５

２
級

３５ ０ １５ ７ １ １２

船員労働災害防止優良事業者
(令和３年１０月現在）
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（いずれも船員災害防止協会）



９月１日から３０日までを船員労働安全衛生月間として、船員を始

め関係者の安全衛生意識の高揚、災害防止対策の推進等を目指

した取組を集中的に行う。

また、引き続き船員家族も参加できる講習、「目に、耳に訴える」

分かりやすい講習、保護具の展示・相談を実施する。

船員労働安全衛生月間 主な活動実績（令和３年度）

安全衛生に関する訪船指導 ５２９ （隻）

船員災害防止大会等の開催 ７ （箇所）

〃 参加人数 ３０６ （者）

無料健康相談所の開設 ４５ （箇所）

〃 受診人数 ２２９ （人）

３．船員労働安全衛生月間の実施

船員災害防止協会は、会員が船員の安全の確保及び船内衛生の向上のた

めの対策を自主的に推進し、船員災害を防止するため、全国各地での各種

安全衛生講習会の実施、ホームページや頒布品、機関誌等による的確な情

報の提供や指導助言等を通じて、会員の安全衛生の取組に関する啓蒙・支

援等を行い、常に会員ニーズの把握に努め、会員サービスの質的向上を図り、

会員の増加に向けた活動に積極的に取り組むとともに、効率的な協会運営に

努める。

４．船員災害防止協会の事業の充実及び効率化等

会員は、協会の本部及び支部とのより密接な関係を構築し、協会活動に参画し、事業の活性化に積

極的に関与することにより、自主的な船員災害防止活動への取組を強化するよう努める。

また、船員災害防止には事業者の自主的な活動が重要であり、船員災害防止協会の指導等を活用し

た取組が効果的であることから、国など関係者は、同協会への会員加入が促進されるよう協力する。

船員災害防止協会ロゴマーク

－31－

（注）本計画で使用されているイラストは、一部を除き船員災害防止協会提供


